






「お薬に関するお知らせ」を受け取られた被保険者様へ

このお知らせは、服用（使用）されていた薬の情報を記載しています。複数の医療機関に

受診されている場合、それぞれの医療機関等では、処方薬について適切な管理がなされてい

ますが、服用していたすべての薬を見た場合、同じ成分の薬や薬同士の飲み合わせが悪い等

の問題が生じている可能性があります。

それらを防ぐためにお薬手帳を一冊にまとめ、かかりつけの病院や薬局にすべての薬剤を

知ってもらった上で、適正に処方してもらうことが大切です。

そこで、お送りした「お知らせ」と「お薬手帳」を持って、かかりつけの医師や薬剤師に

ご相談ください。

医療機関・薬局の皆様方へ

広島県市町国民健康保険の保健医療行政については、日頃から御理解と御協力をいただき、

厚くお礼申し上げます。

さて、この度、被保険者様（患者様）に「お薬に関するお知らせ」を送付する事業を実施

します。このお知らせは、複数の医療機関から、重複する薬剤や多数の薬剤を処方されてい

る被保険者様（患者様）※に発送しています。

つきましては、当該お知らせを持参された被保険者様から相談があった場合は、服薬状況

を御確認いただき、必要に応じて処方や疑義照会等を検討くださるようお願いいたします

（必ずしも処方内容の変更が必要というわけではありません。）。

なお、お知らせの記載内容は、裏面のとおりです。

※ 抽出条件

・重複服薬として、１か月に14日以上の内服薬を複数の医療機関から２種類以上処方され、

その月の同系医薬品の服用期間が重複している方

・多剤服薬として、１か月に14日以上の内服薬を複数の医療機関から６種類以上処方され

ている方

通知を受け取られた被保険者様へ

【本お知らせの記載内容に関するお問い合わせ先】

事業委託先：株式会社データホライゾン

受付期間：令和６年10月１日から令和７年３月31日

受付時間：10：00～17：00 土・日・祝日・年末年始を除く

電話番号：0120-512-909（フリーダイヤル）

広島県市町国民健康保険



受診された医療機関とお薬を処方した薬局を記載しています。
お薬が医療機関から処方された場合は、薬局欄に「院内処方」が記載されます。
また、医療機関で投与されたお薬がある場合は、薬局欄に「院内投与」が記載
されます。

５医療機関まではA～Eでグループ分けされます。
6医療機関以上ある場合は、5医療機関以降にその他が記載されます。

28明細まで記載されます。
29明細以降は非表示になります。

6医療機関以上ある場合は、5医療機関以降を
その他としてまとめます。

明細は28明細までしか記載されませんが、
処方された全てのお薬の合計が記載されます。

成分が同一または類似のお薬のグループは
８明細まで記載されます。

お薬の組み合わせのグループは6明細まで記載されます。

受診された医療機関別の
合計が記載されます。

① 同じ効能の医薬品数
が多い順

② 調剤日
の降順

③医薬品
コード順

「お薬に関するお知らせ」の見方
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